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訪問介護サ－ビス重要事項説明書 

 

 この訪問介護サ－ビス重要事項説明書は、要介護・要支援状態にあるお客様が、訪問介護サ

ービスを受けられるに際し、お客様やそのご家族に対し、当社の事業運営規程の概要や訪問介

護従事者などの勤務体制等、お客様のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した

ものです。 

 

 

１．事業の目的 

 法人格を有する株式会社ニックスが開設するニックス東訪問介護事業所（以下「事業所」という。）

が行う訪問介護サ－ビス(以下｢訪問介護等｣という)の事業(以下｢事業｣という)の適正な運営を確保

するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は介護保険法第 8 条第

2 項に規定する政令で定める者（以下「訪問介護員等」という。）が、要介護状態又は要支援状態に

ある高齢者又は事業対象者に対し、適切な訪問介護等を提供することを目的とする。 
 

 

２．運営方針 

(１) 事業所の訪問介護員等は、要介護者等の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、そ

の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他

の生活全般にわたる援助を行う。 

(２) 事業者は利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めなければな

らない。 

(３) 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町、地域包括支援センター、

地域の保健･医療福祉センター、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者との綿密な連携を図

り、総合的なサービスの提供を努めるものとする。 
 

 

３・当社が提供するサービスについてのご相談窓口 

電話番号 （082）299-6811 

担当者氏名  竹井 英美香 

 

 

４・会社概要 

（１）本社（以下、当社と記載します） 

法人名 株式会社ニックス 

本社の所在地 広島県広島市東区尾長東２丁目６番６号 

代表者氏名 代表取締役 西川 直希 

代表番号 TEL：（082）568-6166   FAX：（082）568-6866 

業務の概要 
ビルメンテナンス事業、電気通信事業、トラベル事業、介護事業、自動

車販売 
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（２）訪問介護サービス提供事業所（以下、当事業所と記載します） 

事業所名 ニックス 西訪問介護事業所 

所在地 広島市西区小河内町一丁目４番１３号 

管理者 竹井 英美香 

電話番号 ＦＡＸ番号 TEL：（082）299-6811 FAX：（082）233-0294 

介護保険事業所番号 訪問介護  3470215124 号 

サービス提供地域 ※ 広島市西区 

＊上記地域以外の方でもご希望の方はご相談下さい。 

 

(３) 当事業所の職員体制 

職 種 内 訳 

管理者   1 名（常勤）  

サービス提供責任者   3 名（常勤  3 名 非常勤   0 名） 

事務職員   1 名（常勤 1 名）  

サービス

従業者 

介護福祉士 6 名（常勤 3 名 非常勤  3 名）  

１～２級修了者 

実務者・初任者研

修修了者 

  10 名（常勤 4 名、非常勤  6 名） 

准看護師   0 名（常勤 0 名、非常勤  0 名） 

 

(４) 営業日および営業時間 

営業日 年中無休 

営業時間 8 時 30 分から 17 時 45 分 サービス提供時間２４時間 

緊急連絡先 ※営業時間外・夜間・休日ともに転送にて２４時間対応 

 

（５）当事業所の各種加算状況 

特別地域訪問介護加算 × 介護職員処遇改善加算 Ⅰ ○ 
中山間地等小規模事業所加算 × 介護職員処遇改善加算 Ⅱ × 
中山間地等居住者サービス提供加算 × 介護職員処遇改善加算 Ⅲ × 
生活機能向上連携加算 〇 介護職員処遇改善加算 Ⅳ × 
緊急時訪問介護加算 ○ 認知症専門ケア加算 Ⅰ × 

口腔連携強化加算 〇 認知症専門ケア加算 Ⅱ × 
 

(６) 従業者の業務内容 

職種 業務内容 

管理者 

○サービス提供責任者などの従業者の管理 

○指定訪問介護のご利用申し込みに係る調整 

○業務の実施状況の把握、その他の管理を一元的に実施 

○当事業所の従業者に、厚生労働省令で定められた指定訪問介護の人員基

準および運営に関する基準等を遵守させるための必要な指揮命令  
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サービス

提供 

責任者 

○お客様の日常生活全般の状況および希望を踏まえた指定訪問介護の目

標、当該目標を達成するための具体的なサービス内容などを記載した種

別訪問介護計画の作成及びお客様への説明 

○指定訪問介護のご利用申し込みに係る調整 

○サービス従業者へのお客様状況の連絡 

○サービス従業者からの相談・技術指導 

○サービス従業者からの連絡・報告等の記録 

○サービスの内容の管理 

○サービス担当者会議への出席 

○居宅介護支援事業所や市区町、地域包括支援センター等の関係機関への

連絡・調整業務 

○居宅介護支援事業所等にお客様の服薬状況、口腔機能その他のお客様の心身

の状態及び生活の状況に係る必要な情報を提供します。 

○居宅サービス計画の標準的なサービス提供時間と実際のサービス提供時間

が著しく乖離している場合、実際のサービス提供時間を記録し、介護支援

専門員に連絡します。 

務職員 訪問介護事業所の運営上の必要な事務処理 

サ ー ビ ス

従業者 
お客様の居宅に訪問し、身体介護、生活援助等のサービスの提供 

 

 

５・サービス内容 

身
体
介
護 

食事介助 
摂食介助、下膳、食事量チェック、水分補給、起床就寝、 

自立支援見守り 

入浴介助 入浴準備、手浴、足浴、洗髪 

排泄介助 
トイレ（ポータブル含む）介助、おむつ交換、尿器・便器介助、

ベッド上排泄、尿便後始末、陰部臀部清拭 

清潔の援助 
入浴介助、清拭、洗面介助、洗髪、うがい・歯磨き・爪切り・

髭剃りの介助、衣類の交換、義歯洗浄 

移動介助 トイレ誘導、車椅子・歩行・座位移動介助、体位変換 

健康管理 通院介助、服薬介助、床ずれ予防、 

生
活
援
助 

買い物 日常生活必需品の買い物、薬の受取り 

調理 温め、きざみ、盛付、配膳 

掃除 住居の清掃、換気室温調整、後片付け、食器洗い、ﾍﾞｯﾄﾞﾒｲｸ 

洗濯 衣類管理 

乗 通

降 院

介等 

助  

 

通院などの外出の際に、訪問介護員が自ら運転する車両への 

乗降介助、乗降前後の移動介助、受診などの手続きを行う 

一連のサービスのことをいいます。 

 

 

※当事業所は、介護支援専門員に対して、お客様に必要のないサービスを位置付けるよう求め

ることその他の不当な働きかけを行うことはありません。 

 

 

６．利用料金 

（１）基本料金（非課税） 

介護保険からの給付サービスを利用する場合は、原則として基本料金（料金表）の１割、
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２割、もしくは３割です。但し介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額自己負

担となります。 

介護【料金表－基本料金・昼間 午前８時００分－午後６時００分】 

身体介護 

20 分未満 
２０分以上～ 

３０分未満 

３０分以上～ 

６０分未満 

６０分以上～ 

９０分未満 
以降30分を増す毎 

（163 単位） 

1,744 円 

（244 単位） 

2,610 円 

（387 単位） 

4,140 円 

（567 単位） 

6,066 円 

（82 単位を追加） 

877 円 

生活援助 

２０分以上～ 

４５分未満 

（生活２） 

45 分以上 

（生活３） 

（179 単位） 

1,915 円 

（220 単位） 

2,354 円 

通院等乗降

介助 

（97 単位）   

1,037 円 
 

＊基本料金に対して、早朝（午前６時～午前８時）・夜間（午後６時～午後 10 時）帯は 25％

増し、深夜（午後 10 時～午前６時）は 50％増しとなります。 

＊２名の訪問介護員によりサービスを提供する必要があると判断される場合には、お客様

の同意を得た上で通常利用料金の２倍の料金をいただきます。 

＊介護・予防共、緊急時に計画外のサービスを提供する場合があり、そのサービスが介護

保険外のサービスにあたる時には説明し同意を得て、お客様より別途料金をいただくこと

があります。 

 

訪問型サ－ビス【料金表－基本料金】 

（Ⅰ）週１回程度の利用が必要な場合 
１，１７６単位／月 

１２，５８３円／月 

（Ⅱ）週２回程度の利用が必要な場合 
２,３４９単位／月 

２５，１３４円／月 

（Ⅲ）上記（Ⅱ）に掲げる回数を超える利用が必要な

場合 

３，７２７単位／月 

３９，８７８円／月 

＊（Ⅲ）は要支援２の方に限ります。 

＊登録期間が１月に満たない場合は日割り計算となります。 

 

 

（２）介護職員等処遇改善加算（非課税） 
本事業所が介護保険法で定める訪問介護サービスの基準に適合している場合には、基本料金に、次

のとおり割り増しされます。 
該当要件 割増率  
（Ⅰ）加算（Ⅱ）に加え、以下の要件を満たす場合 
   経験技能のある介護職員を事業所内で一定割合以上配置して

いること。（介護福祉士 30％以上） 
２４.５％ 

 
〇 
 

（Ⅱ）加算（Ⅲ）に加え、以下の要件を満たす場足 
   改善後の賃金年額 440 万円以上が 1 人以上 
   職場環境の更なる改善、見える化 

２２.４％ 
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（Ⅲ）加算（Ⅳ）に加え、以下の要件を満たす場合 
   資格や勤続年数等に応じた昇給の仕組みの整備 

１８.２％ 
 

（Ⅳ）職場環境の改善(職場環境等要件) 
賃金体系等の整備及び研修の実施等要件にいずれも適合する場合 

１４.５％ 
 

                  

                          

（３）初回加算（非課税） 

新規にサービス契約を結んだ初月にサービス提供責任者によるサービスの提供、また 

は同行訪問があった場合に所定単位数が加算されます。 

該当要件 加算単位 

新規にサービス契約を結んだ初月。 

（過去二月に当該事業所よりサービス提供を受けていない） 
200 単位 

 

 

（４）緊急時訪問介護加算（非課税） 

該当要件 加算単位 

お客様やご家族等からの要請で、かつ、担当ケアマネジャーが必要と認め

た身体介護が中心のサービス（元々の計画に無いもの）を実施した場合。 
100 単位 

 

 

（５）生活機能向上連携加算（Ⅰ）（Ⅱ）（非課税） 

該当要件 加算単位 

①訪問リハビリテーション事業所・通所リハビリテーション事業所・医療

提供施設の医師・理学療法士等から助言を受ける体制を構築し、助言を受

けた上で、サービス提供責任者が訪問介護計画を作成した場合。 

②当該医師・理学療法士等が通所リハビリ等のサービス提供の場、もしく

は ICT を活用した動画等によりお客様の状況を把握した上で助言を行った

場合。 

100 単位 

サービス提供責任者が、訪問リハビリテーション事業所・通所リハビリテ

ーション事業所・医療提供施設の医師・理学療法士等が自宅を訪問する際

に同行し、当該医師・理学療法士等と共同して実施したアセスメント結果

に基づき訪問介護計画を作成し、またサービスを提供している場合。 

200 単位 

 

 

（６）認知症専門ケア加算（Ⅰ）（Ⅱ）（非課税） 

該当要件 加算単位 

＜認知症専門ケア加算（Ⅰ）＞ 
① 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の者が利用者の 2 分の 1 以上  
②  認知症介護実践リーダー研修修了者を認知症高齢者の日常生活自立度

Ⅱ以上の者が 20 人未満の場合は１以上、 20 人以上の場合は１に、当

該対象者の数が 19 を超えて 10 又は端数を増すごとに１を加えて得た

数以上配置  
③ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の者に対して、専門的な認知症ケ

アを実践した場合 
④ 当該事業所の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は

技術的指導に係る会議を定期的に開催 

3 単位／日 
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＜認知症専門ケア加算（Ⅱ）＞ 
① 認知症専門ケア加算（Ⅰ）の②④の要件を満たすこと 
② 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が利用者の 100 分の 20 以

上 
③ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者に対して、専門的な認知症

ケアを実施した場合 
④ 認知症介護指導者養成研修修了者を１名以上配置し、事業所全体の認

知症ケアの指導等を実施 
⑤ 介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、研

修を実施又は実施を予定 

4 単位／日 

 
 
（７）口腔連携強化加算 

該当要件 加算単位 

＜口腔連携強化加算＞ 
・ 訪問介護事業所の従業者が利用者の口腔の健康状態に係る評価を行うに

当たって、歯科診療報酬点数表の区分番号 C000に掲げる歯科訪問診療料の

算定の実績がある歯科医療機関の歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯

科衛生士に相談できる体制を確保し、その旨を文書等で取り決めているこ

と。  
・ 次のいずれにも該当しないこと 
 ・多サービスの介護事業所において、当該利用者について、栄養状態の

スクリーニングを行い、口腔・栄養スクリーニング加算Ⅱを算定している

場合を除き、口腔・栄養スクリーニング加算を算定していること。 
 ・当該利用者について、口腔の健康状態の評価の結果、居宅療養管理指

導が必要であると歯科医師が判断し、初回の居宅療養管理指導を行った日

の属する月を除き、指定居宅療養管理指導事業所が歯科医師又は歯科衛生

士が行う居宅療養管理指導費を算定していること。 
 ・当該事業所以外の指定訪問介護事業所または他サービスの介護事業所

において、当該利用者について、口腔連携強化加算を算定していること。 

50 単位／

月 

 
 
（８）交通費（課税） 
   通常の事業の実施地域を越えて行う訪問介護等に要した交通費は、実施地域を越えた地

点から、実費が必要となります。 

 

移動交通手段 負担していただく交通費 

公共交通機関 実費 

自動車等 ３０円 ／ 1 ㎞当り 

 

＊通院介助に於けるお客様の居宅と病院の往復により移動交通費（サービス従事者の移動交通費を含

みます）が発生する場合には、原則としてお客様の負担になります。 

＊買い物代行サービスに於けるお客様の居宅と商店の往復により移動交通費が発生する場合には、原

則としてお客様の負担になります。 

＊サービス従事者の移動手段は地域により異なります。 

 

 

（９）訪問介護サービス等計画及び利用料金の見積り 

   居宅サービス計画に基づいて提供する訪問介護等計画及びその利用料金の見積りは、
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「訪問介護サービスご利用確認票」に記載のとおりです。なお、「訪問介護サービスご

利用確認票」は、居宅サービス計画の変更により訪問介護等計画の変更があった場合、

変更が軽微で一過性のものを除き、新たにお客様に交付しその内容を確認するものとし

ます。 

 

（１０）お支払方法 

利用料金(自己負担金)は、次のいずれかの方法によるお支払をお願いします。 

  ①自動口座引き落とし 

（ご指定の金融機関の口座から月１回引き落とします）。 

②現金払い  

(サービス提供時に毎回または月１回規定日にお支払いください)。 

  ③銀行振込 

（期日までにお客様にてお振り込み手続をお願いします。なお手数料はお客様負担とな

ります）。 

④居宅サービス計画を作成しない場合など、「償還払い」となる場合には、いったんお客

様が基本料金をお支払い下さい。サービス提供証明書を発行しますので、その後市町に

対して保険給付分（7割、8割、９割）を請求してください。 
 
７．キャンセル 

（１）お客様がサービスの利用を中止する際には、すみやかに所定の連絡先までご連絡下さい。 

 

 

 

 

（２）お客様の都合でサービスを中止する場合には、サービス実施日の前日１７時までに、ご

連絡下さい。それ以降のご連絡のない無断のキャンセルは、次のキャンセル料を 

申し受けることになりますので予めご了承下さい。但し、お客様の容態の急変など、緊

急やむを得ない事情がある場合は、キャンセル料は不要です。 

 

 

（３）キャンセル料は、お客様の自己負担金に合わせてお支払いいただきます。 

時間 キャンセル料 備考 

サービス利用日の前日１７時まで 無料  

上記以降 基本料金の１０％  

 

 

８．サービスの利用方法 

（１）サービスの利用開始 

まずは、お電話等でお申し込みください。当社職員がお伺いいたします。訪問介護等計

画作成と同時に契約を結び、サービスの提供を開始します。 

＊居宅サービス計画の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員とご相談ください。 

【具体的方針】 

①サービス提供の開始に当り、お客様の心身状況等の把握を行う 

②個々のサービスの目標、内容、実施期間を定めた訪問介護等計画を作成 

③訪問介護等計画の作成後、その実施状況を把握(モニタリング) 

④モニタリング結果を居宅介護支援事業者へ報告 

 

 

キャンセルの連絡先名称 ニックス西訪問介護事業所 

連絡先電話番号 ０８２（２９９）６８１１ 
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９・緊急時、事故発生時の対応方法 

サービス提供中にお客様の容体の変化などがあった場合は、緊急連絡一覧表に従って、  

主治医、救急隊、親族、居宅介護支援事業者などへ連絡いたします。 

 

 

１０・相談・要望・苦情などの当事業所窓口 

 訪問介護等サービスに関する相談、要望、苦情などはサービス提供責任者か下記窓口までお

申し出下さい。 

（１）当事業所のサービス相談、要望、苦情等窓口 

電話番号 （ ０８２ ）２９９－６８１１ 

受付時間 営業日の午前 8時 30 分～午後 17時 45 分 

苦情解決責任者 西川 直希 

苦情受付担当者 竹井 英美香 

 

 

（２）公的機関のサービス相談、要望、苦情等窓口 

 

市町介護保険相談窓口 

介護保険ほっとライン 

所在地 広島市中区国泰寺町一丁目 6番 34 号 

電話番号 ０８２－５０４－２６５２ 

Fax 番号  ０８２－５０４－２１３６ 

受付時間  8：30～17：15 

 

広島県国民健康保険団体

連合会（国保連） 

所在地 広島市中区東白島町 19 番 49 号 国保会館                                        

電話番号  ０８２－５５４－０７８３                                      

Fax 番号  ０８２－５１１－９１２６                                    

受付時間  ８：30～17：15（１２時から１３時 休み） 

 

市町介護保険相談窓口 

介護保険問合せ 

（中区） 

所在地 広島市中区大手町四丁目１番 1号 

電話番号 ０８２－５０４－２４７８ 

Fax 番号  ０８２－５０４－２１７５ 

受付時間  8：30～17：15 

 

市町介護保険相談窓口 

介護保険問合せ 

（南区） 

所在地 広島市南区皆実町一丁目 4番 46 号 

電話番号 ０８２－２５０－４１３８ 

Fax 番号  ０８２－２５４－９１８４ 

受付時間  8：30～17：15 

 

市町介護保険相談窓口 

介護保険問合せ 

（西区） 

所在地 広島市西区福島町二丁目 24 番 1 号 

電話番号 ０８２－２９４－６５８５ 

Fax 番号  ０８２－２３３－９６２１ 

受付時間  8：30～17：15 
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市町介護保険相談窓口 

介護保険問合せ 

（東区） 

所在地 広島市東区東蟹屋町 9番 34 号 

電話番号 ０８２－５６８－７７３２ 

Fax 番号 ０８２－５６８－７７８１ 

受付時間  8：30～17：15 

 

市町介護保険相談窓口 

介護保険問合せ 

（安佐南区） 

所在地 広島市安佐南区中須一丁目 38番 13 号 

電話番号 ０８２－８３１－４９４３ 

Fax 番号  ０８２－８７０－２２５５ 

受付時間  8：30～17：15 

 

市町介護保険相談窓口 

介護保険問合せ 

（安佐北区） 

所在地 広島市安佐北区可部三丁目 19番 22 号 

電話番号 ０８２－８１９－０６２１ 

Fax 番号  ０８２－８１９－０６０２ 

受付時間  8：30～17：15 

 

市町介護保険相談窓口 

介護保険問合せ 

（安芸区） 

所在地 広島市安芸区船越南三丁目 2番 16 号                                         

電話番号  ０８２－８２１－２８２３                                      

Fax 番号 ０８２－８２１－２８３２                                    

受付時間  8：30～17：15 

 

市町介護保険相談窓口 

介護保険問合せ 

（佐伯区） 

所在地 広島市佐伯区海老園一丁目 4番 5号                                         

電話番号 ０８２－９４３－９７３０                                      

Fax 番号 ０８２－９２３－１６１１                                   

受付時間  8：30～17：15 

 

市町介護保険相談窓口 

介護保険問合せ 

（坂町） 

所在地 安芸郡坂町平成ヶ浜一丁目 1番 1号 

電話番号 ０８２－８２０－１５０４ 

Fax 番号 ０８２－８２０－１５２１ 

受付時間  8：30～17：15 

 

市町介護保険相談窓口 

介護保険問合せ 

（海田町） 

所在地 安芸郡海田町上市 14-18 

電話番号 ０８２－８２３－９６０９ 

Fax 番号 ０８２－８２３－９６２７ 

受付時間  8：30～17：15 

 

市町介護保険相談窓口 

介護保険問合せ 

（熊野町） 

所在地 安芸郡熊野町中溝一丁目 1番 1号                                         

電話番号 ０８２－８２０－５６０５                                      

Fax 番号  ０８２－８５４－８００９                                    

受付時間  8：30～17：15 

 

市町介護保険相談窓口 

介護保険問合せ 

（府中町） 

所在地 安芸郡府中町大通三丁目 5番１号                                         

電話番号 ０８２－２８６－３２３５                                      

Fax 番号 ０８２－２８６－３１９９                                    

受付時間  8：30～17：15 
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広島県福祉サービス運営

適正化委員会 

広島県社会福祉協議会 

所在地 広島市南区比治山本町１２番２号 

電話番号  ０８２－２５４－３４１９ 

Fax 番号  ０８２－５６９－６１６１ 

受付時間 8：30～17：00  

 

１１・虐待の防止について 

  事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置

を講じます。 

  （１）虐待防止に関する担当者を選定します。 

虐待防止に関する担当者 （ 管理者・竹井 英美香） 

  （２）虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業

者に周知徹底を図っています。 

  （３）虐待防止のための指針の整備をしています。 

  （４）従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。 

  （５）サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・

同居人等）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、こ

れを市町村に通報します。 

 

１２・業務継続計画の策定等について 

  （１）感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護（指定予防訪問

事業）の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図

るための計画（業務継続計画）を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を

講じます。 

  （２）従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定

期的に実施します。 

  （３）定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行いま

す。 

 

１３・衛生管理等 

  （１）訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 

  （２）事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。 

  （３）事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じ

ます。 

     ①事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を

おおむね６月に１回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹

底しています。 

     ②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 

     ③従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実

施します。 

 

１４. 身体拘束について 

  事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のお 

それがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考 

えられるときは、利用者に対して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して、 

必要最小限の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体拘束を行った日時、理由 

及び態様等についての記録を行います。 
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また事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。 

 （１）緊急性･･････直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・ 

身体に危険が及ぶことが考えられる場合に限ります。 

（２）非代替性････身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危 

険が及ぶことを防止することができない場合に限ります。 

（３）一時性･･････利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがな 

くなった場合は、直ちに身体拘束を解きます。 

 

 

＊苦情への対応について 

当事業所は、お客様に対して、自ら提供した訪問介護等サービスに係る苦情を受付けた場

合、以下の基本手順に基づいた対応を実施します。 

①苦情の受付 

②苦情内容の確認 

③苦情解決責任者等への報告 

④お客様への苦情解決に向けた対応の事前説明・同意   

⑤苦情の解決に向けた対応の実施 

⑥再発防止及び改善の実施 

⑦お客様への苦情解決結果の説明・同意 

⑧苦情解決責任者等への最終報告             

 

 

１５．秘密保持及び個人情報保護について 

（１）当社は業務上知り得たお客様及びそのご家族等の秘密・個人情報等について、守秘義務

を遵守し個人情報を適切に取扱い、関連機関等と連携を図る等正当な理由がない場合以

外には開示しません。 

（２）当社はそのサービス提供上知り得たお客様及びそのご家族等の秘密・個人情報等につい

て、その守秘義務が守られるように必要な措置を講じます。また、その守秘義務は、就

業中はもとより退職後も同様とします。 

（３）当社は必要な範囲においてお客様及びそのご家族等の個人情報を取扱います｡なお、 お

客様及びそのご家族等から取得した個人情報を以下の目的のために使用します。 

 

【個人情報使用目的】 

①当社サービスの提供のため。 

   ②お客様へのサービス提供について他の事業所と連携するため。（担当者会議等） 

   ③お客様及びそのご家族等へのサービス料金のご請求やその他ご連絡のため。 

   ④緊急時に医療機関等へ連絡するため。 

 

（４）上記に定める守秘義務は、契約期間中はもとより契約期間後も同様とします。 

（５）個人情報に関するお問い合わせにつきましては、「１０（１）当事業所・当社サービス

相談、要望、苦情等窓口」までご連絡ください。 

 

 

１６．事業者の損害賠償について 

（１）事業者はサービスの提供に伴って、事業者の責に帰すべき事由により、お客様及びその

ご家族の生命・身体・財産または名誉に損害を及ぼした場合には、その損害を賠償しま

す。 

（２）前項の損害賠償義務の履行を確保するため、事業者は損害賠償責任保険に加入します。 
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（３）物品の賠償にあたっては原状の復帰を原則とし、その対応にあたっては専門家による修

理または復元を原則とします。 

（４）修理または復元が不可能な場合は、原則として購入時の価格ではなく時価（購入価格や

使用年数・耐用年数を考慮した額）をその賠償額範囲とします。そのため購入から長年

を経過した品物については賠償を致しかねることがあります。 

（５）取扱いに特別の注意が必要なもの等については、予めご提示をお願いします。ご提示の

ない場合、賠償を致しかねることがあります。 

（６）事業者は以下の事由に該当する場合その他事業者の責に帰すべからざる事由により生じ

た損害については、損害賠償の責任を負わないものとします。 

  ①お客様またはそのご家族が、サービス提供のために必要な事項に関する聴取及び確認

に対して、故意にこれを告げず、または不実の告知を行ったことに起因して損害が発

生した場合。 

  ②お客様の身体の素因等による急激な体調の変化、その他事業者が提供したサービスを

原因としない事由に起因して損害が発生した場合。 

  ③お客様またはそのご家族の金銭その他の財産が、事業者の責に帰すべからざる事由に

より紛失した場合。 

  ④サービス提供のため、お客様またはそのご家族の所有物品を通常の使用方法により使

用したにもかかわらず、当該物品が耐用年数の超過その他の理由により破損した場合。 

⑤安全及び適正なサービスの提供を確保するため、事業者またはその従事者の指示、依

頼に反して行ったお客様またはそのご家族の行為に起因して損害が発生した場合。 

 

 １７．お客様の損害賠償について 

（１）お客様及びそのご家族は、お客様またはそのご家族の責に帰すべき事由により、事業者

又はそのサービス従事者の生命・身体・財産または信用に損害を及ぼした場合には、そ

の損害賠償の責任を負うものとします。 

（２）お客様及びそのご家族は、家屋の内外を問わず、お客様またはそのご家族が飼われてい

る犬、猫その他のペットが、サービス従事者に危害を及ぼしまたは負傷等をさせた場合

には、本件に関する治療費を含む損害賠償の責任を負うものとします。 

 

 

１８.ハラスメントの禁止について 

（１）当社の従事者が、お客様またはその親族に対し、本契約第 17 条ないし第 18条に反する 

  行為を行なった場合、お客様は本契約の解除権を有するものとします。 

（２）お客様またはその親族が、当社の従業者に対し、本契約 17条ないし第 18 条に反する 

  行為を行なった場合には、当社は本契約の解除権を有するものとします。 

（３）本契約第 17 条によって禁止されるセクシャルハラスメントとは具体的には以下の行為 

  をいいます。 

  ①性的な冗談、性的なからかい、性的な質問 

  ②容姿あるいは身体的な特徴に関する発言や質問 

  ③食事やデートへの執拗な誘い 

  ④抱きつき・胸や陰部、おしり等の身体への不必要な接触ないしその要求 

  ⑤キスや自身の陰部を触らせる等性的な行為ないしその要求 

  ⑥必要なく下半身を丸出しにすること 

  ⑦性的な書籍、写真、ビデオを見せつけること 

  ⑧その他上記に準ずるような性的な言動 

（４）本契約第 18 条によって禁止されるパワーハラスメントとは具体的には以下の行為をい 

  います。 

  ①叩く、殴る、蹴る、つねる、ひっかく、首を絞める等の暴力 
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  ②包丁等の刃物を向ける、物を投げる、つばを吐きかける 

  ③脅迫、暴言、いきなり奇声を発する 

  ④名誉を毀損したり、人格を否定する 

  ⑤正当な理由もなく一方的に怒る 

  ⑥高圧的な態度で接する 

  ⑦気に入っている介護サービス従業者以外に批判的な言動をする 

  ⑧サービス内容に含まれないサービスを要求する 

  ⑨執拗に住所や電話番号等の個人情報を開示することを要求する等私的なことに過度に 

   立ち入る 

  ⑩その他上記に準ずるようなもの 

 

 

１９．ご協力いただきたい事項 

お客様およびそのご家族は、以下の事項についてご理解いただき、事業所が行う訪問介

護の提供にご協力ください。 

（１）お客様の疾患および心身の状況などの事項は訪問介護等を行う上で、重要な情報です。

詳細にお知らせいただき、従事者が行う状況把握にご協力ください。 

（２）従事者個人の電話番号や住所はお知らせできませんので、予めご了承ください。 

（３）従事者への仕事中の茶菓子、お礼は固くお断りしております。ご理解いただけますよう

お願い申し上げます。 

 

２０．介護保険法及び厚生労働省令の改正について 

  国が定める「介護給付費（介護報酬）」および「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及

び運営に関する基準」等に改正があった場合、当社の料金体系及び人員、設備及び運営に関

する基準は、国が定める「介護給付費（介護報酬）」および「指定居宅サービス等の事業の

人員、設備及び運営に関する基準」等に準拠するものとします。 

 

 

２１．第三者による評価の実施状況（ 有 ・ 無 ） 

  （評価機関） 

                                          

  （評価結果） 

                                          

 

                     （実施年月日）令和  年  月  日 

 

以 上 
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当社は、お客様または代理人様に対し、本サービス重要事項説明書により重要事項、第１１条

に定める守秘義務及び個人情報の使用等について説明し、お客様及び代理人様はサービスの提

供開始、重要事項、個人情報の使用等について同意しました。 

本書交付を証するため、本書を２通作成し、当社、お客様（またはその代理人）は、記名捺印の上、

各１通を保管するものとします。 
 
 

令和  年  月  日 

事

業

者 

所 在 地 広島市東区尾長東二丁目６－６ 

法 人 名 株式会社 ニックス 

代 表 者 名 西 川  直  希              印 

事 業 所 名 ニックス 西訪問介護事業所 

説 明 者 氏 名                              印    

 
 

私は、本書面により、事業者から訪問介護等サービスの内容および重要事項の説明を受けこの

内容について同意します。 
 
 
 
令和  年  月  日 

利用者 

住 所  

氏 名  

 

 

代理人 

住 所 
 

氏 名  

 

       利用者との関係：家族（      ）・法定相続人・その他（      ） 
 


